
申告書は自宅で作成
しておきましょう

年 月 日

千 円

千 円

昭和 平成

令令和和３３年年分分　　　　公公的的年年金金等等のの源源泉泉徴徴収収票票

タカツキ　タロウ

高槻　太郎

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

人 人人 人 人 人

寡婦

内 人

特　別
障害者

その他の
障害者

ひとり親 特別一般

16歳未
満の扶
養親族
の数

特定 老人 その他
社会保険料の額

障害者の数

その他

所得税法第203条の3第7号適用分

非居住者
である
親族の数老人

源泉控除対象配偶者の有無 控除対象扶養親族の数

所得税法第203条の3第1号・第4号適用分

所得税法第203条の3第2号・第5号適用分

所得税法第203条の3第3号・第6号適用分

千 円

19

大正 令和

9 1
支　払　金　額 源　泉　徴　収　税　額

支払を受ける者

住所又は居所

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名
生年
月日

　高槻市桃園町２－１

明治

区分

66 625

２ ４３３ ２２１ １１ ０８８

※源泉徴収票が複数ある場合は支払金額の合計額

※①①

②② ③③

４４

所得税還付のために
確定申告をする

源泉徴収票の①が
400万円を超えている

①以外の所得金額が
ない 20万円

以下
20万円
超

①が下表のいずれかに該当する

②の合計人数 65歳未満
（昭和33年1/2以後生まれ）

65歳以上
（昭和33年1/1以前生まれ）

0人 105万円超 155万円超
1人 171万3,334円超 211万円超

②の合計人数が2人以上の場合や本人欄（障害者など）に印がある場合は、お問い
合わせください

③に記載されている控除以外に以下の控除がある
扶養控除、社会保険料控除（国保料など）、医療費控除、
生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦・ひ
とり親控除、雑損控除など

申告
不要

市・府⺠税の
申告が必要

確定申告
が必要

いいえ はい

スタート

旬な話題をお届け！

高槻市人口　348,530人（－43）
世　帯　数　163,964世帯（＋61）
※12月末現在（前月比）
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子どもと建築の良い関係。

市の手続きや制度、催しなどのお問い合わせは

市コールセンター
℡072-674-7111（年中無休）

平日8:00～19:00
土・日・祝日・年末年始（閉庁日）9:00～17:00

FAX072-674-7050（24時間受付）

広報誌は市ホームページにも掲載
※�QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です
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高槻市は、令和5年1月1日に市制施行80
周年を迎えました。この節目の年を祝し、さ
まざまな記念事業を行います（ 80が目印）

　今年も、市・府民税や所得税
など税の申告時期がきました。
申告の手続きをお願いします。

税税
の申告の申告

市・府⺠税申告の注意点　
申告が必要な⼈
　令和5年1/1時点で本市に住所があり、①②のいずれかに該当する人

① 令和4年中に給与・公的年⾦以外の所得があり、所得税の確定申告が必
要ない人

② 給与・公的年⾦以外の所得だけで所得税の確定申告が必要ないが、雑損
控除や医療費控除などを受けることで市・府民税が軽減される人

年金受給者で確定申告不要でも、 
市・府⺠税の申告が必要なケースも
　公的年⾦などの収⼊が400万円以下で、その他の所得
が20万円以下の人は、確定申告は不要ですが、市・府
民税の申告が必要な場合があります。源泉徴収票を⾒な
がら、確認してください。

ふるさと納税ワンストップ特例を利⽤している人へ
寄附金控除の申告漏れにご注意を
　ふるさと納税ワンストップ特例を申請している人が、市・府民税の申告書や確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特
例の適⽤がなくなります。そのため、申告書にはふるさと納税の全ての⾦額を寄附⾦控除額の計算に含める必要があります。

問 市・府⺠税　市⺠税課／℡674-7132
所得税　　　茨⽊税務署／℡072-623-1131

所得税・消費税の確定申告　 ID  037636

●各会場は整理券の配布状況により早めに受け付けを終了する場合あり
●完成した申告書を提出するだけの場合は、整理券は不要です

会場　 総合センター1階展⽰ホール

2/2㈭〜14㈫
9:30～15:00
（14日は14:00まで）

会場　茨⽊税務署

2/16㈭〜3/15㈬
9:00～16:00
※土・日曜、祝日除く。2/19㈰・26㈰は開設

⼊場には⼊場整理券が必要です
整理券は各申告会場の正⾯⽞関前で当⽇8:30から配布。
LINEでの事前発⾏も可能です（取得⽅法は国税庁ホームページ参照）

※土地・建物・株式などの売却による所得、贈与税、相続税の相談は税務署の担当窓⼝へ

市・府⺠税の申告　 ID  037556

会場　総合センター1階展⽰ホール

2/16㈭〜3/15㈬
9:00～11:45、13:00～17:00　
※土・日曜、祝日除く

必要なもの
□ 申告書
□  年⾦や給与の源泉徴収票、⽀払調書、収⽀内訳

書など所得が分かるもの
□ 各種控除に必要な証明書、医療費控除の明細書
□ マイナンバーカード（持っている人）

スマホ申告コーナーあり�スマホ申告コーナーあり�
（マイナンバーカード必要）（マイナンバーカード必要）

※�⼟・⽇曜�
除く

※いずれの会場も⾞での来場はご遠慮ください

申告書の事前⼊手方法
・国税庁HPからダウンロード
・3/2㈭までに電話で取り寄せ
問合　確定申告コールセンター
　　　℡072-623-1131
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